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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

規 則

○鹿児島県農業倉庫業法施行細則を廃止する規則（※） （農業経済課取扱い）１

鹿児島県農業倉庫業法施行細則を廃止する規則をここに公布する。

平成28年９月30日

鹿児島県知事 三反園訓

鹿児島県規則第39号

鹿児島県農業倉庫業法施行細則を廃止する規則

鹿児島県農業倉庫業法施行細則（昭和25年鹿児島県規則第６号）は，廃止する。

附 則

この規則は，平成28年10月１日から施行する。

鹿 児 島 県 公 報
平成28年９月30日（金）第3251号の３
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